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特に記載のない場合の受付時間は土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前8時30分～午後5時15分（正午～午後１時を除く）です。
申込の記載がない場合は直接会場へ。費用の記載が無い場合は無料です。

ア
ラ
イ
グ
マ
・
ハ
ク
ビ
シ
ン
駆
除
事
業　
　
　

　

外
来
生
物
で
あ
る
ア
ラ
イ
グ
マ
と

ハ
ク
ビ
シ
ン
が
家
な
ど
農
地
以
外
に

出
没
し
た
場
合
に
駆
除
事
業
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

セ
ン
サ
ー
カ
メ
ラ
な
ど
で
、
出
没
個
体
の
確

認
調
査
は
随
時
実
施
し
、
屋
外
へ
の
箱
わ
な
設

置
は
６
月
頃
と
11
月
頃
に
集
中
的
に
実
施
し
ま

す
。
な
お
、
箱
わ
な
設
置
場
所
の
土
地
の
所
有
者

の
方
は
設
置
期
間
の
見
回
り
と
、
わ
な
が
作
動
し

た
際
町
や
業
者
へ
の
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
込　

平
日　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

そ
の
他　

箱
わ
な
設
置
は
、
セ
ン
サ
ー
カ
メ
ラ

の
映
像
等
で
出
没
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
行
い

ま
す
。
※
農
作
物
の
被
害
は
産
業
観
光
課
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問　

生
活
安
全
安
心
課
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
係

　
　

☎
042(

588)

５
０
６
８

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

縦
覧
期
間
中
、
納
税
義
務
者
な
ど
を
対
象

に
、
自
己
資
産
に
関
す
る
固
定
資
産
課
税
台
帳

(

名
寄
帳)

の
閲
覧
又
は
写
し
を
無
料
交
付
し

ま
す
。

対
象　

納
税
義
務
者
、
納
税
管
理
人
、
※
対
象

以
外
の
方
は
対
象
者
か
ら
の
委
任
状
が
必
要
。

[

縦
覧
・
閲
覧
共
通]

期
間　

４
月
１
日
(金)
〜
５
月
31
日
(火)

　
　
　

※
土
日
・
祝
日
を
除
く

時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

場
所　

税
務
課

持
物　

本
人
確
認
の
た
め
に
納
税
通
知
書
や
課

税
明
細
書
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
身
分
証
明
書

に
加
え
、
借
地
・
借
家
人
の
方
は
賃
借
契
約
書
、

代
理
人
ま
た
は
法
人
の
場
合
は
、
委
任
状
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税
の

　

課
税
明
細
書
・
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

令
和
４
年
度
課
税
明
細
書
・
納
税
通
知
書
を

５
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
課
税
内
容
の
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
納
付
の
際
に
は
、
納

期
な
ど
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は

　

ご
所
有
の
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り

壊
し
た
方
は
、
登
記
物
件
の
場
合
は
法
務
局

(

登
記
所)

で
滅
失
登
記
の
手
続
き
を
、
未
登

記
物
件
の
場
合
は
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問　

税
務
課
固
定
資
産
税
係

　
　

☎
042(

588)

４
１
０
６

４
月
の
夜
間
・
休
日
の
納
税
窓
口
開
設
日

夜
間　

４
月
21
日
(木)

　
　
　

午
後
７
時
30
分
ま
で

休
日　

４
月
23
日
(土)
、
24
日
(日)

　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
１
時
ま
で

証
明
関
係
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

問　

税
務
課
納
税
係
☎
042(

588)

４
１
０
７

ひのでＡ（安全）・Ａ（安心）大作戦

制度のご案内 がん治療のために受診した医療費の自己負担分が助成される制度です
日の出町には

がん
医療費助成
があります

対象者（全ての要件を満たす方） 認定方法

①18歳に達した日以後の最初の４月１日から
　70歳に達した日の属する月の末日までの方。
　ただし、40歳以上の方については、介護保険法
　第９条に規定する町の被保険者以外の方を除く。
②日の出町に引き続き３年以上居住している方。
③生活保護法による保護を受けていない方。
④がんの治療を要すると医師が認めた方。

　医療費助成を受けるには、認定申請が必
要です。「日の出町指定疾病医療費助成認定
申請書」、「がん治療を要する医師の証明書」
等の必要書類をご提出ください。
　手続き方法については、町民課保険年金
係へお問い合わせください。
※町税の滞納がある場合、助成を停止します。

お問い合わせ先
日の出町役場 町民課 保険年金係  ☎042（588）4110 日の出町 がん医療費助成 検索

税
務
課
固
定
資
産
税
係
か
ら
の
お
知
ら
せ

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

納
税
者(

日
の
出
町
に
固
定
資
産
税
を
納
税

し
て
い
る
方)

を
対
象
に
、
土
地
・
家
屋
価
格

等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

縦
覧
で
き
る
情
報　

土
地(

所
在
地
、
地
番
、

地
目
、地
積
、評
価
額
）
家
屋(

所
在
地
、地
番
、

家
屋
番
号
、
構
造
、
種
類
、
床
面
積
、
評
価
額
）

国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
の
申
請
を
さ
れ
た
方
へ

　

学
生
納
付
特
例
制
度
に
よ
り
、
令
和
３
年
度

に
保
険
料
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
方
で
、
令

和
４
年
度
も
引
き
続
き
在
学
予
定
の
方
へ
、
４

月
上
旬
に
基
礎
年
金
番
号
等
が
印
字
さ
れ
た
ハ

ガ
キ
形
式
の
学
生
納
付
特
例
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
。

　

同
一
の
学
校
に
在
学
さ
れ
て
い
る
方
は
、
ハ

ガ
キ
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
返
送
い
た
だ
く

こ
と
に
よ
り
、
令
和
４
年
度
の
申
請
が
で
き
ま

す
。（
こ
の
場
合
、
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生

証
の
写
し
の
添
付
は
不
要
で
す
。）

　

令
和
４
年
度
は
学
生
納
付
特
例
制
度
を
利
用

せ
ず
、
保
険
料
の
納
付
を
ご
希
望
の
場
合
は
、
納

付
書
を
作
成
し
て
送
付
し
ま
す
の
で
、
お
近
く

の
年
金
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

青
梅
年
金
事
務
所

　
　

☎
０
４
２
８(
30)
３
４
１
０

税

金

保
険
・
年
金
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年
金
手
帳
が
基
礎
年
金
番
号

通
知
書
へ
切
り
替
わ
り
ま
す

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
初
め
て
年
金
制
度
に

加
入
す
る
方
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
「
年
金
手

帳
」
を
交
付
し
て
い
ま
し
た
が
、
令
和
４
年
４

月
１
日
以
降
に
交
付
す
る
場
合
は
、
年
金
手
帳

に
替
わ
り
、「
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
」
を
交

付
し
ま
す
。

　

年
金
手
帳
を
紛
失
な
ど
し
、
再
交
付
を
希
望

す
る
方
に
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
は
、

年
金
手
帳
に
替
わ
り
、「
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
」
を
交
付
し
ま
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
年
金
手
帳
は
、
引
き
続
き
、

「
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類
」
と
し
て
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

就
職
な
ど
で
勤
務
先
か
ら
基
礎
年
金
番
号
の

提
出
を
求
め
ら
れ
た
際
は
、「
年
金
手
帳
」
ま

た
は
「
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
」
を
勤
務
先
へ

ご
提
出
く
だ
さ
い
。
紛
失
な
ど
に
よ
り
基
礎
年

金
番
号
通
知
書
を
急
ぎ
で
再
交
付
し
た
い
場
合

は
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類
を
お

持
ち
の
う
え
、
青
梅
年
金
事
務
所
で
お
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

青
梅
年
金
事
務
所

　
　

☎
０
４
２
８(

30)

３
４
１
０

の
加
入
・
脱
退
を
す
る
場
合
は
、
異
動
が
あ
っ

た
日
か
ら
14
日
以
内
に
、
町
民
課
保
険
年
金
係

へ
届
け
出
が
必
要
で
す
。
手
続
き
に
は
次
の
も

の
が
必
要
で
す
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
場
合

①
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
日
が
わ
か
る
も

　

の
（
例
：
資
格
喪
失
証
明
書
、
離
職
票
な
ど
）

②
本
人
確
認
書
類
（
例
：
運
転
免
許
証
な
ど
）

③
個
人
番
号
が
わ
か
る
も
の

国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る
場
合

①
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証

②
職
場
の
保
険
証

③
本
人
確
認
書
類
（
例
：
運
転
免
許
証
な
ど
）

④
個
人
番
号
が
わ
か
る
も
の

　

代
理
人
（
同
一
世
帯
の
家
族
以
外
）
が
届
出

す
る
場
合
は
、
委
任
状
と
代
理
人
の
本
人
確
認

で
き
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
後
に
、
誤
っ

て
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
で
医
療
機
関
等
を

受
診
す
る
と
、
町
が
負
担
し
た
医
療
費
を
後
日

返
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
職
場
の

健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合
は
、
国
民
健
康
保

険
の
保
険
証
を
使
用
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
。

問  

町
民
課
保
険
年
金
係
☎
042(

588)

４
１
１
０

た
。
こ
の
制
度
で
は
東
京
都
が
示
す
納
付
金
を

納
め
る
こ
と
と
な
り
、
町
の
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
の
財
源
不
足
分
を
補
っ
て
い
る
一
般
会

計
か
ら
の
そ
の
他
繰
入
金
を
計
画
的
に
解
消
し

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

日
の
出
町
で
は
、
財
政
健
全
化
計
画
（
国
民

健
康
保
険
税
改
定
率
毎
年
度
３
％
増
・
保
健
事

業
強
化
等
を
計
画
。
令
和
15
年
度
に
繰
入
金
解

消
予
定
）
に
よ
り
計
画
的
な
運
営
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
依
然
と
し
て
財
源
不
足
の
状
態
に
あ

り
ま
す
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
民
健
康

保
険
運
営
協
議
会
に
諮
問
し
、「
計
画
ど
お
り

３
％
増
程
度
が
適
当
で
あ
る
」
と
い
う
答
申
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
答
申
に
基
づ
き
、
国

民
健
康
保
険
税
条
例
を
改
正
し
ま
し
た
。
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

財
政
健
全
化
に
向
け
て
は
、
皆
様
の
医
療
費

の
増
減
も
影
響
す
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
健

康
の
保
持
増
進
や
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の

活
用
に
努
め
て
い
た
だ
き
、
町
で
も
保
健
事
業

を
行
い
医
療
費
の
抑
制
・
適
正
化
に
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

問

町
民
課
保
険
年
金
係
☎
042(

588)

４
１
１
０

〒190-0192（個別郵便番号）東京都西多摩郡日の出町平井2780  TEL  042（597）0511（代）　FAX  042（597）4369
開庁時間　午前8時30分～午後5時15分　閉庁　土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日～翌年1月3日）

国
民
健
康
保
険
の

加
入
や
脱
退
は
届
け
出
が
必
要
で
す

　

離
職
や
就
職
な
ど
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険

日
の
出
町
国
民
健
康
保
険
税
率
を
改
定
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
の
制
度
改
正
に
よ
り
平
成
30

年
度
か
ら
都
道
府
県
が
市
町
村
と
と
も
に
国
民

健
康
保
険
の
運
営
を
担
う
こ
と
と
な
り
ま
し

未
就
学
児
の
均
等
割
額
が
減
額
さ
れ
ま
す

　

子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る

た
め
、
令
和
４
年
度
か
ら
未
就
学
児
の
国
民
健

康
保
険
税
の
均
等
割
額
に
つ
い
て
２
分
の
１
が

減
額
さ
れ
ま
す
。

※
手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
町
民
課
保
険
年
金
係
☎
042(

588)

４
１
１
０

ス
ポ
ー
ツ
協
会
主
催
の
教
室
・
講
習
会

　

日
の
出
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会
で
は
、
町
内
の
方

を
対
象
に
ス
ポ
ー
ツ
教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

①
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
教
室

日
時　

４
月
16
日
(土)
午
前
９
時
〜
11
時

問　

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟

　
　

☎
090
（
４
７
２
４
）
９
５
６
４

②
ミ
ニ
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
教
室

日
時　

４
月
23
日
(土)
午
前
10
時
〜
正
午

問　

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
連
盟

　
　

☎
090
（
６
１
４
０
）
８
１
９
１

国民健康保険税率の改定内容

内　　訳 令和3年度 令和4年度 差

基礎（医療）
賦課分

所得割 5.09％ 5.23％ ＋ 0.14

均等割 29,400円 30,100円 ＋ 700円

後期高齢
者支援金
等賦課分

所得割 1.82％ 1.93％ ＋ 0.11

均等割 10,800円 11,000円 ＋ 200円

介護納付
金賦課分

所得割 1.53％ 1.64％ ＋ 0.11

均等割 11,300円 11,500円 ＋ 200円

催

し


